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下松市車両広告募集要項 

 

１ 目的 

下松市では、自主財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図

るため、下松市が所有する車両に広告を掲出する方（以下、「広告主」という。）を募

集します。 

 

２ 募集の概要 

(1) 応募資格 

ア 日本国内に居住している個人及び法人の方が応募することができます。 

イ 次の事項に該当する場合は、応募資格がありません。 

(ｱ) 法律行為を行う能力を有していない場合 

(ｲ) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する場合 

(ｳ) 応募書類の提出時点で、下松市建設工事等入札参加有資格者に係る指名停

止等措置要領（平成１７年１月１２日制定）又は下松市物品製造等入札参加

有資格者に係る指名停止等措置要領（平成１９年１月１５日制定）による指

名停止の措置を受けている場合 

(ｴ) 応募書類の提出時点で、下松市税に滞納がある場合 

(ｵ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団である場合 

(ｶ) 下松市有料広告の募集及び掲載に関する基準（平成２１年１月３０日制

定）第５条に該当する場合 

(ｷ) その他、本市の広告主として適当でないと認められる場合 

(2) 広告料 

公用車１台につき月額３，０００円とします。（消費税及び地方消費税を含む。） 

(3) 掲出期間 

期間は、１か月単位とし、最長１年とします。 

ア 使用開始日は、市と広告主との協議により決定します。 

イ 期間満了後も継続して広告掲出を希望する場合は、市と広告主との協議によ

り決定します。 

 

３ 対象車両 

(1) 下松市が所有する車両全般（特殊用途車両等を除く。）を対象とします。 

(2) 申込時に広告物を掲載する車両を希望することができます。 

ア 車両の利用状況により、希望に沿うことができない場合があります。 

イ 特段の希望がない場合は、使用日数の多い車両を基準に決定します。 
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４ 広告物 

(1) 表示 

ア 広告を表示できる箇所は、原則、車両の両側面とします。（９ 写真を参照） 

イ 広告物の規格は縦３０ｃｍ、横６０ｃｍ以内とします。 

ウ 広告枠内に「有料広告」の文字を入れる必要があります。 

エ 広告物はラッピングフィルムやシール等の剥離可能なものに限ります。 

(2) 条件 

以下の事項に該当するものは掲載することができません。 

ア 下松市有料広告の募集及び掲載に関する基準（平成２１年１月３０日制定）に

反するもの 

イ 商標権及び著作権等の権利関係について問題があるもの 

ウ 赤や黄などの原色を多用した過度に鮮やかな色彩や模様のもの、蛍光塗料や

高輝度反射素材、鏡状のものなど、他の交通者の妨げとなるもの 

エ ストーリー性のあるものや文字が過密で、他の交通者の注意力が散漫になる

おそれのあるもの 

 

５ 広告表示に係る費用負担等 

区分 
費用負担等 

市 広告主 

広告物の作成及び設置 × ○ 

経年劣化等による広告物の修繕、張替え × ○ 

契約満了に伴う広告物の撤去 × 〇 

事故等による広告物の修繕、張替え ○ × 

 

６ 応募の方法 

(1) 募集期間 

令和３年１月４日（月）から随時受け付けます。 

(2) 提出方法 

申込書の提出方法は、持参または郵送とします。 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

(3) 提出書類 

ア 申込書（第１号様式） １部 

イ 同意書 １部 

ウ 広告案 （Ａ４～Ａ３サイズのもの） １部 

広告物の内容、デザイン及び素材等の資料 

エ 法人の場合、会社のパンフレット等 １部 

オ 公告に商品名等を使用する場合、当該商品等の概要がわかる資料 １部 
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(4) 提出先 

〒７４４－８５８５ 

山口県下松市大手町三丁目３番３号 

下松市総務部総務課庶務文書係（３階②番窓口） 

(5) 質問の受付 

募集に関する質問は、随時受け付けます。 

(6) その他 

ア 応募に要する経費等は、全て応募者の負担とします。 

イ 提出書類等は、返却しません。 

ウ 提出書類等は、必要に応じ複写します。 

エ 提出書類等は、情報公開請求により開示する場合があります。 

オ 応募資格確認のため、下松市税の納付状況の調査及び警察当局への照会を行

います。 

 

７ 契約の解除 

市は、広告主が信用失墜行為等に伴い応募資格を満たさなくなった場合は、契約

を解除することができるものとします。この場合、契約解除に伴う原状回復等に係

る経費は広告主が負担することとします。 

また、既に納入した広告料は返還しません。 

 

８ その他 

この要項に定めのない事項については、下松市公用車広告掲出取扱要領（令和２

年１２月２日制定）の定めるところによります。 

 

９ 写真  

   
 

１０ 問合せ先 

〒７４４－８５８５ 山口県下松市大手町三丁目３番３号 

下松市総務部総務課庶務文書係（３階②番窓口） 

電話番号  （０８３３）４５－１８０７ 

ＦＡＸ番号（０８３３）４４－２４５９ 

電子メールアドレス：soumu@city.kudamatsu.lg.jp 

軽乗用 小型貨物 


